
 
 
 

厚生労働省より、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針（事業譲渡等指針）」 

が改正され、2026 年（令和８年）５月 25 日から適用されるとお知らせがありました。今回は「事業性融資の推進

等に関する法律」の成立により、新たに「企業価値担保権」が創設されたことを踏まえ、労働者保護の観点から改正

が行われたということです。今回は、その内容について以下に抜粋してご紹介いたします。 

 

■企業価値担保権とは 

企業価値担保権は、不動産担保等に過度に依存しない、事業の将来性に基づく融資を後押しするための新しい制度

であり、他の担保制度と比較して手厚い労働者保護が図られた制度です。 

企業価値担保権を活用した融資においては、事業全体の価値が担保価値となり、事業の将来性や強みが重視され、

金融機関によるタイムリーな経営改善支援も期待されます。 

支援を受けても会社が債務不履行に陥る場合もあり得ますが、その場合の担保権の実行手続きでも、原則、担保財

産の換価は「事業譲渡」(事業を解体せず雇用を維持しつつ承継)によるとされ、また、労働者の賃金は事業継続に不

可欠な費用であるため優先的に弁済されます。 

 

※詳細は、金融庁ウェブサイト「企業価値担保権について」をご覧ください。 

https://www.fsa.go.jp/policy/kigyoukachi-tanpo/index.html 

 

■企業価値担保権のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■企業価値担保権に関するＱ＆Ａ 

Ｑ.企業価値担保権が設定されると、労働契約の内容はどうなるの？ 

・企業価値担保権の設定そのものにより、労働契約の内容（労働条件等）について、変更が生じるものではありません。 

・金融機関等は、労働契約の内容（労働条件等）を決定する等の権限を有するものではなく、企業価値担保権設定の

目的も、金融機関等が労働条件等に影響を及ぼすことではありません。 

 

Ｑ.企業価値担保権が実行されると、労働債権（賃金・退職金）はどうなるの？ 

・労働債権は、事業継続に不可欠な費用であるため、企業価値担保権が実行された際には、企業価値を損なうこと

がないよう、優先的に弁済することとされています。 

  

 

【労務】「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」一部改正 

 

https://www.fsa.go.jp/policy/kigyoukachi-tanpo/index.html


■事業譲渡等指針の改正ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照ホームページ ［ 厚生労働省 ］ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/saihen/68297_00001.html 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/saihen/68297_00001.html

